
表

庄
内
川
水
系

名

称

区

間

上

流

端

下

流

端

長

戸

川

左
岸

名
古
屋
市
守
山
区
大
字
下
志
段
味
字
新
林
二
千
百
十
一

番
十
三
地
先

右
岸

同
市
同
区
同
大
字
字
長
根
千
五
百
三
十
五
番
地
先

庄
内
川
へ
の
合
流
点

野

添

川

左
岸

名
古
屋
市
守
山
区
大
字
上
志
段
味
字
東
谷
二
千
八
十
二

番
二
地
先

右
岸

同
市
同
区
同
大
字
同
字
二
千
八
十
三
番
一
地
先

庄
内
川
へ
の
合
流
点

平成™š年›月˜日 金曜日 (号外特第™›号)官 報

四
十
八

飲
食
料
品
卸
売
業

四
十
九

建
築
材
料
、
鉱
物
・
金
属
材
料
等
卸
売
業

五
十

機
械
器
具
卸
売
業

五
十
一

そ
の
他
の
卸
売
業

五
十
二

各
種
商
品
小
売
業

五
十
三

織
物
・
衣
服
・
身
の
回
り
品
小
売
業

五
十
四

飲
食
料
品
小
売
業

五
十
五

自
動
車
・
自
転
車
小
売
業

五
十
六

家
具
・
じ
ゅ
う
器
・
機
械
器
具
小
売
業

五
十
七

そ
の
他
の
小
売
業

五
十
八

保
険
業
（
保
険
媒
介
代
理
業
及
び
保
険
サ
ー
ビ
ス
業
に
限
る
。）

五
十
九

不
動
産
取
引
業

六
十

不
動
産
賃
貸
業
・
管
理
業

六
十
一

一
般
飲
食
店
（
適
正
化
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
五
号
及
び
第
六
号
に
規
定
す

る
も
の
に
つ
い
て
は
、
一
般
大
衆
向
け
に
主
と
し
て
食
事
の
提
供
を
行
う
も
の
（
歓
楽
的
雰
囲
気
を
伴

う
も
の
を
除
く
。）に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。）

六
十
二

遊
興
飲
食
店

六
十
三

宿
泊
業
（
適
正
化
法
第
二
条
第
六
項
第
四
号
に
規
定
す
る
営
業
を
除
く
。）

六
十
四

医
療
業

六
十
五

保
健
衛
生

六
十
六

社
会
保
険
・
社
会
福
祉
・
介
護
事
業

六
十
七

学
校
教
育

六
十
八

そ
の
他
の
教
育
、
学
習
支
援
業

六
十
九

郵
便
局
（
郵
便
局
受
託
業
に
限
る
。）

七
十

協
同
組
合
（
他
に
分
類
さ
れ
な
い
も
の
）

七
十
一

専
門
サ
ー
ビ
ス
業
（
他
に
分
類
さ
れ
な
い
も
の
）（
興
信
所
の
う
ち
、
専
ら
個
人
の
身
元
、
身
上
、素
行
、

思
想
調
査
等
を
行
う
も
の
を
除
く
。）

七
十
二

学
術
・
開
発
研
究
機
関

七
十
三

洗
濯
・
理
容
・
美
容
・
浴
場
業
（
適
正
化
法
第
二
条
第
六
項
第
一
号
に
規
定
す
る
営
業
を
除
く
。）

七
十
四

そ
の
他
の
生
活
関
連
サ
ー
ビ
ス
業
（
易
断
所
、
観
相
業
及
び
相
場
案
内
業
を
除
く
。）

七
十
五

娯
楽
業
（
適
正
化
法
第
二
条
第
一
項
第
七
号
（
ま
あ
じ
ゃ
ん
屋
を
除
く
。）及
び
第
八
号
（
ゲ
ー
ム
セ
ン

タ
ー
を
除
く
。）、
第
六
項
第
二
号
、
第
三
号
及
び
第
六
号
、
第
七
項
第
一
号
並
び
に
第
八
項
か
ら
第
十

項
ま
で
に
規
定
す
る
営
業
、
競
輪
・
競
馬
等
の
競
走
場
、競
技
団
、芸
ぎ
業（
置
屋
及
び
検
番
を
除
く
。）、

場
外
車
券
売
場
、
場
外
馬
券
売
場
、
場
外
舟
券
売
場
並
び
に
競
輪
・
競
馬
等
予
想
業
を
除
く
。）

七
十
六

廃
棄
物
処
理
業

七
十
七

自
動
車
整
備
業

七
十
八

機
械
等
修
理
業
（
別
掲
を
除
く
）

七
十
九

物
品
賃
貸
業

八
十

広
告
業

八
十
一

そ
の
他
の
事
業
サ
ー
ビ
ス
業
（
集
金
業
及
び
取
立
業
（
公
共
料
金
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
に
係
る
も

の
を
除
く
。）並
び
に
芸
ぎ
周
旋
業
を
除
く
。）

八
十
二

そ
の
他
の
サ
ー
ビ
ス
業

２

指
定
期
間

市
町
村
長
又
は
特
別
区
長
に
対
し
て
特
定
中
小
企
業
者
の
認
定
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
は
、
平
成
二
十

三
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
九
月
三
十
日
ま
で
と
す
る
。

な
お
、
平
成
二
十
二
年
経
済
産
業
省
告
示
第
二
百
七
十
九
号
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
に
廃
止
す
る
。

〇
特
許
庁
告
示
第
六
号

公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
号
）
第
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
六
十
六
号
）
第
七
条
第
二
項
の
事
務
所
の
場
所
を
次
の
と

お
り
告
示
す
る
。

な
お
、
平
成
十
三
年
三
月
十
九
日
特
許
庁
告
示
第
三
号
は
廃
止
す
る
。

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日

特
許
庁
長
官

岩
井

良
行

東
京
都
千
代
田
区
霞
が
関
三
丁
目
四
番
三
号

特
許
庁
総
務
部
秘
書
課
内

〇
中
小
企
業
庁
告
示
第
一
号

公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
号
）
第
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
六
十
六
号
）
第
七
条
第
二
項
の
事
務
所
の
場
所
を
次
の
と

お
り
告
示
す
る
。

な
お
、
平
成
十
三
年
中
小
企
業
庁
告
示
第
二
号
は
廃
止
す
る
。

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日

中
小
企
業
庁
長
官

ˆ
原

一
郎

東
京
都
千
代
田
区
霞
が
関
一
丁
目
三
番
一
号

経
済
産
業
省
別
館
情
報
公
開
推
進
室
内

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
三
百
四
十
五
号

河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
九
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
の
と
お
り
区
間
を
指
定

す
る
の
で
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
四
項
及
び
河
川
法
施
行
規
則（
昭
和
四
十
年
建
設
省
令
第
七
号
）

第
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日

国
土
交
通
大
臣

大
畠

章
宏

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
三
百
四
十
六
号

平
成
五
年
建
設
省
告
示
第
千
七
百
三
十
七
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
大
保
ダ
ム
及
び
奥
間
ダ
ム
の
建
設
に
関
す
る
基
本

計
画
に
基
づ
い
て
実
施
し
た
大
保
川
水
系
の
大
保
ダ
ム
の
建
設
は
、平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
に
完
了
し
た
の
で
、

特
定
多
目
的
ダ
ム
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
、
公
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日

国
土
交
通
大
臣

大
畠

章
宏

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
三
百
四
十
七
号

沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
百
二
号
）
第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

告
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日

国
土
交
通
大
臣

大
畠

章
宏
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